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　開会 事務局次長 　それでは、令和７年第１２回深谷市農業委員会総会を開会いたしま
す。

　委員の出欠席報告 事務局次長 　はじめに、本日の委員の出欠状況をご報告いたします。
　農業委員２４名中、２３名の出席となっておりますので、農業委員会
等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会が成立しておりま
すことをご報告いたします。また、農地利用最適化推進委員は、１６
名中１３名の出席となっておりますことを併せてご報告いたします。

　議長の選出 事務局次長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に、会長が議長となる旨、

規定されておりますので、ここからは福島会長にお願いいたします。

　議事録署名人の指名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
　本日は大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうござ
います。
　まず最初に、議事録署名委員の指名を行います。議席番号１６番 
大澤　慶三委員、議席番号１７番馬場　實委員、以上２名を指名い
たします。よろしくお願いいたします。

　報告事項について 議　長 　それでは総会日程にしたがいまして、順次進めさせていただきま
す。

　 　最初に、報告第５６号、及び、報告第５８から６０号については、「深
谷市農業委員会事務専決規程」により、専決処分を行っていることか
ら、事務局からの説明については省略させていただきます。
　なお、議案書の５ページ、報告第５７号の「農地法第３条の３第１項
の規定による届出に対する専決処分について」は、一部斡旋の希
望があるため、事務局からの説明を求めます。

事務局 　はい、それでは、報告第５７号「農地法第３条の３、第１項の規定に
よる届出に対する専決処分について」説明いたします。

　【報告第５７号について概要を説明】

事務局 　説明につきましては以上でございます。

議　長 　只今、事務局より斡旋に関する説明がありましたが、何か質疑等ご
ざいますか。
　質疑が無いようであれば、この斡旋に対する案件につきましては、
地元の農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましてはお借
りしていただける方をご存じでしたら事務局までお知らせ願います。

　議案第６６号 議　長 　次に、議案書の２５ページ、議案第６６号「農地法第３条の規定によ
　「農地法第３条の規定に る許可申請について」を議題とします。
よる許可申請について」 　事務局より説明を求めます。

事務局 　はい、それでは、議案書２５ページ、議案第６６号「農地法第３条の
規定による許可申請について」事務局より説明いたします。

会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　【議案第６６号について概要を説明】

事務局 　「農地法第３条の規定による許可申請について｣の説明は以上です。
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議　長 　次に整理番号１番の案件につきましては、新規就農に関する案件　
となりますので、委員より意見を伺います。
　堀口 廣委員、お願いします。

堀口委員 　整理番号１番の譲受人の新規就農について、ご報告いたします。
　１２月１５日に、私及び粂原推進委員、及び事務局職員で、ヒアリン
グを行いました。
　譲受人は、出身地である長野県で、２０～３０年ほど家庭菜園の経
験があります。また、深谷市内でも、今年2月に申請地の近くの農地を
取得しており、そこで収穫したものを、申請者の子が市内で経営する
放課後デイサービスで提供しています。今後も、収穫物をその施設に
提供するほか、利用者を対象に、農作業体験などを実施できたら、と
考えているとのことです。
　申請者もその施設の手伝いを行っていますが、仕事は主に午後から
となるため、午前中を農作業に充てています。
　申請者は高齢ですが、申請者の子2人が農作業を手伝うと申し出て
おり、申請者に何かあった際は、その2人が引き継いで農地の管理を
行うとのことでございます。
　農機具は、軽トラック、耕うん機、防除機、刈払機をすでに所有して
います。
　本件については、申請者は十分な農作業経験があり、人手や道具
も十分で、収穫物の行先も決まっていることから、農地の取得につい
て特段問題はないものと考えます。

議　長 　堀口委員、ありがとうございました。
　それでは、本議案の審議に移りますが、整理番号５番については
○○委員に係る案件となっておりますので、一時退室を求めます。

　（○○委員、退室）

議　長 　それでは、整理番号５番について審議いたします。この件に関し、
質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといたし
ます。
　○○委員、入室してください。

 （○○委員、入室）

議　長 　それでは、次に、それ以外の案件を一括して審議いたします。質疑
はございますか。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末
　
　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといたし
ます。

　議案第６７号 議　長 　次に、議案書の２９ページ、議案第６７号「農地法第４条第１項の規
　「農地法第４条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明させていただきます。
　議案書２９ページ及び別添の総会議案資料の３ページを併せてご
確認下さい。
　議案第６７号「農地法第４条第１項の規定による許可申請承認につ
いて」であります。

　【議案第６７号について概要を説明】

事務局 　農地法第４条の許可申請承認につきましては以上４件です。
　ご審議のほど、お願い申し上げます。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
　
　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第６８号 議　長 　次に、議案書の３１ページ、議案第６８号「農地法第５条第１項の規
　「農地法第５条第１項の 定による許可の取消願について」を議題とします。事務局より説明を
規定による許可の取消願 求めます。
について」

事務局 　引き続きまして事務局よりご説明申し上げます。
　議案書３１ページをご覧ください。議案第６８号「農地法第５条第１項
の規定による許可の取り消し願いについて」であります。

　【議案第６８号について概要を説明】

事務局 　 農地法第５条第１項の規定による許可の取り消し願いにつきまして
は以上１件です。 ご審議の程、お願い申し上げます。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。
　
　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといたし
ます。

　議案第６９号 議　長 　次に、議案書の３３ページ、議案第６９号「農地法第５条第１項の規
　「農地法第５条第１項の 定による許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　事務局より説明を求めます。
について」

事務局 　事務局よりご説明申し上げます。
　議案書３３ページ及び別添総会議案資料５ページと併せてご確認
ください。

　【議案第６９号について概要を説明】

事務局 　農地法第５条第１項の規定による許可申請承認につきましては以
上１１件です。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議　長 　それでは、本議案について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑がないようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。

　議案第７０号 議　長 　次に、議案書の３９ページ、議案第７０号「農用地利用集積等促進
　「農用地利用集積等 計画（案）に対する意見について」を議題とします。農業振興課より説
促進計画（案）に対する 明を求めます。
意見について」

農業振興課 　議案書３９ページ、議案第７０号「農用地利用集積等促進計画（案）
に対する意見について」農業振興課より説明させていただきます。

　【議案第７０号について概要を説明】

農業振興課 　以上、説明とさせていただきます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　次に番号の１４５番から１５９番につきましては、新規就農に関する
案件となりますので、委員より意見を伺います。
　蛭川　一郎委員、お願いいたします。

蛭川委員 　番号１４５番から１５９番の借受人の新規就農について、報告いたし
ます。
　１１月２５日に、私と福島会長、大澤会長職務代理者、髙野推進委
員、農業委員会事務局職員、農業振興課職員でヒアリングを行いま
した。
　借受人は法人で、「Ａ.ソリューション㈱」になります。遊休農地判定
を受けている農地を、農地中間管理事業で借受け、農業に新規参入
するとのことです。また、関連会社の別事業人材派遣業において、
すでに市内農家との関係は築けており、今後農業の助言等を受け
られるとのことです。
　今後の労働力について、10年以上の農業経験者の管理者を中心
に、派遣社員も活用して労働力を確保する方針です。
　作物については、まずは慣行栽培で、ねぎを予定しています。また、
遊休農地を解消した農地から土壌分析をし、その農地に適した作物
を栽培する計画があります。ブロッコリーなどの作目を増やしていきた
いとのことです。
　基本装備の所有は、現在ありませんが、管理機などを徐々に増加
させながら営農を進める予定です。
　販路は、ＪＡや市場への出荷を見込んでおり、今後作目を拡大し、
出荷先の開拓にも力を入れたいとのことです。
　以上のことから、遊休農地の解消に寄与し、農家から助言等の指
導が継続的に受けられる見込みがあるため、今回の就農について
は、問題ないものと考えます。
　報告は、以上となります。

議　長 　蛭川委員、ありがとうございました。
　次に審議に移りますが、番号の２１９番につきましては○○ 委員、
番号の６７３番、６９３番につきましては○○委員、番号の７２４番から
７２７番につきましては○○委員に係る案件となっております。
　審議にあたっては、それぞれ個別に審議を行い、最後にそれ以外
の案件を一括して審議いたしますので、宜しくお願いいたします。
　なお、該当する委員につきましては、関係する案件の審議に加わる
ことはできませんので、ご承知おき願います。
　最初に番号の２１９番について審議いたします。○○委員の一時
退室を求めます。

　（○○委員、退室）

議　長 　それでは最初に、２１９番について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

　（○○委員、入室）
 

議　長 　続いて番号の６７３番、６９３番について審議いたします。○○委員
の一時退室を求めます。

　（○○委員、退室）

議　長 　それでは、番号の６７３番、６９３番について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）

議　長 　次に、番号の７２４番から７２７番について審議いたします。○○委
員の一時退室を求めます。

　（○○委員、退室）

議　長 　それでは、番号の７２４番から７２７番について審議いたします。
　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　○○委員、入室してください。

　（○○委員、入室）

議　長 　それでは最後に、それ以外の案件について、一括して審議いたし
ます。この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　それでは最後に、それ以外の案件について、一括して審議いたし
ます。この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）
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会　　　議　　　件　　　名 て　　　　　　　ん　　　　　　　末

議　長 　質疑が無いようですので、これにて質疑を終結し、採決いたします。
本件について、原案のとおり決することに異議のない方の挙手を求
めます。

　（挙手全員）

議　長 　挙手多数と認め、本件については、原案のとおり決することといた
します。
　以上をもちまして、本委員会に上程されました議案に関する審議
は全て終了いたしました。これにて、議長の職を解かせていただき
ます。ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和７年第１２回深谷市農業委員会総会を閉会
いたします。
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　上記、会議のてん末を記載し、相違ないことを記するため、ここに署名する。

令和７年１２月２５日

議　　長 福島　明

署名委員 大澤　慶三

署名委員 馬場　實


